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  （ウ）石綿ばく露の把握 

尼崎市は、「（エ）石綿関連疾患の評価」を行う際の参考情報として、調査票（参 

考様式２）を用いて、参加者の石綿ばく露の状況を把握した。なお、調査票の内容

を補完するために、必要に応じて保健師による電話等での聞き取りを行った。 

  （エ）石綿関連疾患の評価 

ａ）胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び１次読影 

尼崎市は、参加者の胸部エックス線検査画像及び検査結果を取り寄せた。 

その場合で、本調査への参加を希望し参加対象者の条件を満たした者に対し

ては、既存検診の自己負担分に相当する額について、補助申請に基づいて補助

を行った。 

次に、尼崎市は、読影医による読影部会を設置し、上記画像について石綿関 

連疾患に着目した読影（以下「１次読影」という。）を１２回にわたり行った。

１次読影では、1次読影チェックシート（参考様式３）を用いて、画像所見等の

有無や石綿読影による判定を行った。判定に当たっては、必要に応じて過去の

Ｘ線画像や過去のＣＴ画像を参照した。 

なお、1 次読影を行う際は、既存の胸部エックス線撮影日からなるべく間を

空けずに実施するよう努めた。 

また、参加者へ読影調査記録帳を配布することで、今後読影調査に参加した際

に過去の受診状況を把握し、過去のエックス線画像等がすばやく確認できるよ

うにした。なお、記録帳には、①氏名、②住所、③問い合わせ先、④肺がん検診

受診歴等を記載した。 

尼崎市は、各回の読影部会終了後、１次読影実施者の調査票、胸部エックス線

検査画像 、１次読影チェックシート及び１次読影時のその他参考資料（以下、

「自治体資料一式」という。）を事務局に送付した。 

尼崎市は、１次読影の結果「要精密検査」と判定された者に対して、紹介状を

添えて石綿読影の結果を通知し、すみやかに精密検査を受診するよう勧奨した。

その際、別添１｢精密検査にかかる費用負担について｣に記載されている対象者

や検査項目以外の精密検査費用については、本調査での費用負担はできない旨、

十分説明した。 

また、尼崎市は、１次読影で｢精密検査不要｣と判定された者に対して、事務局

からの２次読影の結果を踏まえた最終的な石綿読影の結果を通知するとともに、

｢要精密検査｣と判定された者に対しては、すみやかに精密検査を受診するよう

勧奨した。ただし、その際、別添１｢精密検査にかかる費用負担について｣に記載

されている対象者や検査項目以外の精密検査費用については、本調査での費用

負担はできない旨、十分説明した。 

   ｂ）精密検査 

尼崎市は、上記読影において所見が見られ、「要精密検査」と判定された者の

内、「要精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）」と判定された者が精

密検査を受診した場合は、受診者から精密検査の診断結果を取り寄せた。その際、 
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精密検査として胸部 CT 検査を実施した場合は、胸部 CT 検査画像についても

取り寄せた。取り寄せた診断結果及び胸部 CT検査画像は、事務局へ送付すると

ともに読影部会 へフィードバックし共有することで、翌年以降の読影調査の活

用に努めることとしている。 なお、精密検査については、石綿関連疾患に関す

る専門的な知識を有する医師が配置されている指定医療機関で実施し、必要に

応じ、尼崎市から診断結果の確認を行った。 

また、尼崎市は、精密検査において石綿関連疾患（疑い含む）と診断された者

に対して、必要に応じて石綿健康被害救済制度や労災保険制度等について案内

を行った。 

なお、尼崎市は、精密検査の診断結果の取り寄せを行った場合は、精密検査の

自己負担分に相当する額のうち別添１｢精密検査にかかる費用負担について｣に

掲げる費用について、補助申請に基づいて補助を行った。 

CD 作成については、指定医療機関に再委託し、件数に応じてその費用を再委

託費として支払った。 

尼崎市は、上記自己負担分の費用を支払った内容について独立行政法人環境

再生保全機構と情報共有を行った。 

  （オ）会議等への参加 

尼崎市は、環境省主催の自治体連絡会議（WEB開催）に参加した。 

 （２）有所見者の疾患の無早期発見可能性に関する調査 

  （ア）有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査への協力 

尼崎市は、「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」について、事務 

局から送付されたパンフレットを保健所窓口で配布するほか個別の問い合わせ

等に当たって説明するなど、住民への周知を行うとともに事務局からの問い合わ

せ等に協力した。 

３．委託業務報告 

 （１）令和３年度石綿読影の精度に係る調査報告 

   表１から表６のとおり 

 （２）参考資料 

   別添１から別添１１のとおり 
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0.0% 0.0% 0.0%

4 1.8% 2 1.2% 6 1.6%

15 11 6.8% 26

48 22.1% 42 26.1% 23.8%

106 48.8% 77 47.8% 183 48.4%

42 28 17.4% 70 18.5%

2 1 0.6% 3 0.8%

　　 217 100.0% 161 100.0% 378 100.0%

70 32.3% 144 214 56.6%

125 57.6% 14 8.7% 36.8%

12 5.5% 3 15 4.0%
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令和 年
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140 64.5% 31 171 45.2%

1 0.5% 21 13.0% 22 5.8%
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70 32.3% 61.5% 44.7%

0.0% 0.0% 0.0%
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( )

122 (12) 0 (0) 0 (0) 3 (0) 34 (4) 60 (5) 25 (3) 0 (0)

1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

118 (12) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 34 (4) 58 (5) 24 (3) 0 (0)

3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0

3 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0)

2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)

1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)

100%

48%

378

180

378

　

　 　

　

0

　

150 0 1 3 43 75 28

6 0

106 0 2 8 17 53 23

12 0 0 0 0 6

3

0

0 2 0

5 0 0 0 1 4 0 0

3 0 0 0 1

72 0 0 0 17 40 15

41 3

0 0 0 0 0 0 0 0

378 0 6 26 183 70 3

183 0 2 8 36
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1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)
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0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

　 　 3 1%
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0 0 0

0 0
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X

今 度 健 では での き りを します。

CT

に して る

石綿 の り、 調査の を理 し、調査の に して ただ
る

検査の に ては お た 、 された に
たします。

（ ん検診 300 、 CT 検査 は 3 で 8000 度）

2

3 4 ０

の影 に り、 告な となる ります。

内

肺がん検診

に

検診のご案内
の

ただし、 ん検診の結果で「 精 検査」と判定された は、 に に る検査を受

て ただ こと で るため、石綿検診（石綿読影の精度に係る調査）は受診できません。

3 度
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の に「 ん検診 石綿検診 」と して ださ （定 り）

健 健康

受 （ の ） 12 、 1 5

、受 は となります。

健

受 1 2 、 9 10

健診 は 報な をご ださ 。

▶ ご する ん検診の受診 に石綿健康 りますので、 で石綿

検診をご ださ 。（この は 検査の となります。）

健診で石綿検診を された は、 き り調査 となりますので                   

疾 - - までご ださ 。

診

健 では石綿（ ）に

る健康 を て る に石綿健康

を て ます。石綿健康 は

て ますので、ご る はご

ださ 。（ 9 17 ）

尼崎市保健所 疾病対策課

TEL：06-4869-3053

FAX：06-4869-3049

〒660-0052

尼崎市七松町 1-3-1-502

ﾌｪｽﾀ立花南館 5階

肺 が ん 検 診 の
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の に「 ん検診 石綿検診 」と して ださ （定 り）

健 健康

受 （ の ） 12 、 1 5

、受 は となります。

健

受 1 2 、 9 10

健診 は 報な をご ださ 。

▶ ご する ん検診の受診 に石綿健康 りますので、 で石綿

検診をご ださ 。（この は 検査の となります。）

健診で石綿検診を された は、 き り調査 となりますので                   

疾 - - までご ださ 。

診

健 では石綿（ ）に

る健康 を て る に石綿健康

を て ます。石綿健康 は

て ますので、ご る はご

ださ 。（ 9 17 ）

尼崎市保健所 疾病対策課

TEL：06-4869-3053

FAX：06-4869-3049

〒660-0052

尼崎市七松町 1-3-1-502

ﾌｪｽﾀ立花南館 5階

肺 が ん 検 診 の

は の として、 2 度 「石綿読影の精度に係

る調査（石綿検診）」を して ます。（ 3 度は 4 10 まで）

※ ルスの に り、予 なく となる場 が ります。

内

ん検診（ 検診）で X 検査 検査

石綿 に ての き り

今 度 健 では での き りを します。

な 、 定 での精 検査（ CT 検査）

に して る

石綿 に り、 調査の を理 し、調査の に して

ただ る

検査の に ては お た 、 された に  

たします。

（ ん検診 300 、 CT 検査 は 3 で 8000 度）

ただし、 ん検診の結果で「 精 検査」と判定された は、 に に る検査

を受 て ただ こと で るため、石綿検診（石綿読影の精度に係る調査）は受診

できません。

検診
の

3 度（ ）

健 疾

☎ - - FAX 06-4869-3049

660-0052 1-3-1-502 5
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は の として、 2 度 「石綿読影の精度に係

る調査（石綿検診）」を して ます。（ 3 度は 4 10 まで）

※ ルスの に り、予 なく となる場 が ります。

内

ん検診（ 検診）で X 検査 検査

石綿 に ての き り（ or ）

な 、 定 での精 検査（ CT 検査）

に して る

石綿 に り、 調査の を理 し、調査の に して

ただ る

検査の に ては お た 、 された に  

たします。

（ ん検診 300 、 CT 検査 は 3 で 8000 度）

ただし、 ん検診の結果で「 精 検査」と判定された は、 に に る検査

を受 て ただ こと で るため、石綿検診（石綿読影の精度に係る調査）は受診

できません。

☎ - -

検診
の

3 度（ ）
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尼崎市保健所では、

石綿（アスベスト）による健康不安を感じて

いる方に石綿（アスベスト）健康相談を行って

います。

ご希望の方は、下記にお問い合わせください。

R3 読影精度調査終了後

のご案内

＜お問い合わせ先＞

尼崎市保健所 疾病対策課

電 話：０６-４８６９-３０５３

ＦＡＸ：０６-４８６９-３０４９

今 度の「石綿読影精度に係る調査（石綿検診）」は

3 0 で終了しました。
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この度、小田北生涯学習プラザにて出張肺がん検診を実施すること

となりました。肺がん検診（胸部検診）のみを下記の日程で受診いただ

けます。※その他の健診（特定健診など）はこの日に受けることはできません。

石綿検診をご希望の方は、出張肺がん検診を予約時に

「石綿（アスベスト）検診を希望する」とお伝えください。

※石綿検診をご希望の方は後日聞き取り調査が必要になります。

【 実 施 日 】 10月 21日（木）

【実施時間】 13時 30分～15時 30分

【実施場所】 小田北生涯学習プラザ

＜住所＞尼崎市潮江 1丁目 11番 1-101号ラ・ヴェール尼崎 1階・2階

【 費 用 】 300円（石綿検診を受診された方は、後日返金いたします。）

【予約受付期間】 令和３年１０月５日（火）～１０月１５日（金）

【 定 員 】 先着６０名

【予約方法】 事前予約制。尼崎市保健所健康増進課に予約ください。

出張肺がん検診のご案内

この肺がん検診で

石綿（アスベスト）検診も

受診できます‼

で ☎ ０６－４８６９－３０３３

（平日のみ）午前 10時半～正午/午後１時～午後 5時半

FAXで予約 ☎ ０６－４８６９－３０４９
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検診（精密検査）

X 検査を石綿 疾患に して読影した結果、精 検
査 と判 されましたので、 CT 検査受診のための

をお り たします。
この には されて ます。

（ ）

受診 、こ の を お ださ 。

この は しな で ださ 。

CT 検査の受診
の受診 に てはこ の を して ださ 。

  

CT 検査受診 、 を の 、 の 2

と に にてご ださ 。

の

（ ）、 、 、 、 、

( の )

の 判 できる にして ださ 。

（ の 、 に されて ること です。）

となりますので、な さな にお を ださ 。

CT 影と結果報告を に受診した は、2 回 の を

して ださ 。

お問い合わせ先                        

尼崎市保健所 疾病対策課

TEL：06-4869-3053 FAX：06-4869-3049

〒660-0052 尼崎市七松町 1-3-1-502 ﾌｪｽﾀ立花南館 5階

C T 検 査 の ご

R3 度
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〒

様

ID

　この度は、「石綿読影の精度に係る調査（石綿検診）」に参加いただき

ありがとうございました。

に撮影した胸部Ｘ線写真を石綿読影部会（尼崎市

と環境省の2回実施）により読影した結果

との判定でした。

　ただし、検診ですべての石綿疾患を発見することはできません。

　今回の検査で異常がなくても、咳、胸痛、息切れ、血痰等の症状があった

場合は、すぐに医療機関（呼吸器内科等）にご相談ください。

令和　　年　　月　　日

「石綿読影の精度に係る調査（石綿検診）」結果のご報告

精密検査（胸部ＣＴ検査）は不要

尼崎市保健所 疾病対策課
〒660-0052 尼崎市七松町1-3-1-502 ﾌｪｽﾀ立花南館5階

TEL：06-4869-3053 FAX：06-4869-3049

今回の「石綿読影の精度に係る調査（石綿検診）」はこれで終了となります。

皆様の健康管理として、次回以降も引き続きこの検診を受診されることをお勧め

します。
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